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新八戸市体育館整備等事業調査検討業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、八戸市が発注する新八戸市体育館整備等事業調査検討業務委託の受注候補者を選定するに

あたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託名 

新八戸市体育館整備等事業調査検討業務委託（以下「本業務」という。） 

（２）場 所 

  八戸市大字売市字輿遊下３番地（長根公園内） 

（３）業務の目的 

八戸市（以下「市」という。）では、新八戸市体育館整備等事業（以下「本事業」という。）について、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下「PFI法」という。）に基づくPFI

事業での実施を検討しており、令和7年3月に実施方針（案）、4月に要求水準書（案）を公表したところ

である。 

本業務は、本事業をさらに推進させるため、実施方針等の策定、公募資料の検討及びマーケットサウ

ンディング調査を行うことを目的とする。 

（４）業務内容 

  ・実施方針等の作成 

  ・公募資料の検討 

  ・マーケットサウンディング調査 

業務内容の詳細は特記仕様書（案）のとおり 

 （５）委託期間 

  契約締結日の翌日から令和8年3月27日まで 

 （６）委託金額の上限額 

    30,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

    ※この上限額は予定価格を示すものではなく、本業務の規模を示すためのものである。 

 （７）契約方法 

    公募型プロポーザル方式による随意契約 

 （８）再委託 

    本業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得ること。ただし、主たる部分の再委

託は認めない。なお、主たる部分とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技

術的判断等とする。 

本業務の一部を再委託する場合は、再委託者との契約書など再委託にかかる契約内容がわかるものの

写し及び再委託の成果がわかるものの写しを提出すること。 

 



- 2 - 

 

３ 参加資格要件等 

このプロポーザルに参加する資格を有する者は、参加表明書提出日から契約日までのいずれの日におい

ても次の①から⑥に掲げる事項を全て満たす者とする。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

② 八戸市建設業者等指名停止要領（平成 16 年６月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けていな

いこと。 

③ 八戸市の競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

④ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（手続

開始の決定後、市長が入札参加資格審査の再認定をしたものを除く。）。 

⑤ 平成27年度以降において、国又は地方公共団体が発注する「スポーツ施設の整備についてPFI法に

基づき実施する民間事業者選定のための発注者支援に関する業務」（以下「発注者支援業務」とい

う。）を元請として完了した実績を１件以上有すること。 

⑥ 平成27年度以降において、国又は地方公共団体が発注する「発注者支援業務」を管理技術者又は担

当技術者として従事した実績を有しており、一級建築士又は技術士（都市及び地方計画）である者

を管理技術者として配置できること。 

 

４ 日程 

内容 日程  

プロポーザルの公告、実施要領の公表、公募開始 令和 ７年 ５月１６日（金） 

質問の受付期限 令和 ７年 ５月２６日（月）午後５時まで 

質問回答の公表（参加表明書に関する回答） 令和 ７年 ５月２９日（木）までに公表 

参加表明書の提出期限 令和 ７年 ６月 ２日（月）午後５時まで 

質問回答の公表（技術提案書に関する回答） 令和 ７年 ６月 ３日（火）までに公表 

技術提案書の提出期限 令和 ７年 ６月１０日（火）午後５時まで 

プロポーザル等審査委員会 令和 ７年 ６月１９日（木）予定 

審査結果通知 令和 ７年 ６月２５日（水）予定 

契約締結 令和 ７年 ７月 １日（火）予定 

 

５ 実施要領の配布等 

（１）実施要領、様式の配布 

八戸市ホームページに掲載するので、必要に応じてダウンロードすること。 

 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/sportsshinkoka/nyuusatsu_keiyaku/1/22744.html 

（２）説明会 

説明会は開催しない。 
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６ プロポーザルに関する質問の受付 

（１）質問受付期限 

令和７年５月２６日（月）午後５時まで 

（２）質問方法 

電子メールにより提出すること。送信後、電話により受信確認を行うこと。 

電子メール以外での質問は受理しない。 

（３）提出書類 

質問書（様式１） 

（４）提出先 

１４の担当部署に提出すること。 

（５）回答方法 

参加表明書に関する回答は、令和７年５月２９日（木）までに八戸市ホームページに掲載する。 

技術提案書に関する回答は、令和７年６月 ３日（火）までに八戸市ホームページに掲載する。 

なお、質問者の氏名等は掲載しない。 

 

７ 参加表明書の提出 

このプロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次により参加表明書を提出すること。 

（１）提出期限 

令和７年６月２日（月）午後５時まで 

（２）提出書類 

① 参加表明書（様式２） 

② 業務実績調書（様式３） 

③ 業務実績の確認資料（任意様式） 

④ 業務実施体制調書（様式４－１、４－２） 

（３）提出部数 

６部（正本１部、副本５部）及び提出書類の PDF データを入れた CD-R または DVD-R１部 

（４）提出方法 

郵送又は持ち込みにより提出することとし、電子メール又は FAX による提出は受理しない。 

① 郵送の場合 

提出期限内に必着とする。また、書留郵便等の配達の記録が残る方法で郵送し、到着の有無につい

て、電話により確認すること 

② 持ち込みの場合 

受付時間は午前９時から午後５時までとする。なお、事前に電話連絡し持ち込むこと 

（５）提出先 

１４の担当部署に提出すること。 

（６）提出書類の留意事項 

① 共通事項 

・提出書類の用紙は全てＡ４判縦、片面印刷とし、文字サイズは 12ポイント以上とする。印刷は、モ
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ノクロ・カラーを問わない。 

・提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。 

② 参加表明書（様式２） 

 ・代表者印を押印すること 

③ 業務実績調書（様式３） 

・３の参加資格要件等（１）⑤に該当する業務実績を２件以内で記載すること。 

・記載した業務について、契約の事実を証明する資料として「契約書及び仕様書」の写しを提出する 

こと。 

④ 業務実施体制調書（管理技術者）（様式４－１） 

・配置予定の管理技術者について記載すること。 

・保有資格を証明する資料（資格者証等の写し）を添付すること。 

・手持業務の状況は、参加表明書を提出する日において、担当者等として履行中の業務（受注予定で

あり未契約のものを含む）を記載すること。 

ただし、記載する業務は契約金額 1,000 万円以上の業務とする。 

・記載した管理技術者は原則として変更できない。 

ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であ

るとの発注者の了解を得なければならない。 

⑤ 業務実施体制調書（担当技術者）（様式４－２） 

・配置予定の担当技術者について記載すること。 

・業務を分担する場合は、必要人数分、適宜、様式を複写して作成すること。 

・保有資格を証明する資料は不要とする。 

・手持業務の状況は、参加表明書を提出する日において、担当者等として履行中の業務（入札後等で

未契約のものを含む）を記載すること。 

ただし、記載する業務は契約金額 1,000 万円以上の業務とする。 

 

８ 技術提案書の提出 

参加者は、次により技術提案書を提出するものとする。 

（１）技術提案の内容 

 技術提案書に記載する技術提案の内容は次のとおりとする。 

① 取組方針等 

本業務を遂行するための取組方針、実施手順、工程計画、打合せ計画、留意する点などを技術提案書

に記載する。なお、様式は任意とし、Ａ４判３枚以内に簡潔にまとめること。 

② 技術提案のテーマ 

  次の（ア）～（ウ）の各テーマについて、特記仕様書（案）の業務内容及び留意事項等を踏まえて、

本事業における課題、解決方法、その他独自に考える工夫や提案などを技術提案書に記載する。なお、

様式は任意とし、１つのテーマにつきＡ４判３枚以内に簡潔にまとめること。 

（ア）実施方針等の作成に対する考え方 

   （イ）公募資料の検討に対する考え方 
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   （ウ）マーケットサウンディング調査に関する考え方 

   ③ 特記仕様書（案） 

 技術提案書の内容を適切に特記仕様書に反映するため、特記仕様書（案）を加筆修正し、提出するこ

と。なお、契約時の特記仕様書は、受注候補者との契約交渉により決定するものとする。 

（２）提出期限 

令和７年６月１０日（火）午後５時まで 

（３）提出書類 

① 技術提案書提出届（様式５） 

② 技術提案書（任意様式） 

③ 特記仕様書（案） 

④ 経費見積書（様式６） 

 （４）提出部数 

６部（正本１部、副本５部）及び提出書類の PDF データを入れた CD-R または DVD-R１部 

（５）提出方法  

郵送又は持ち込みにより提出することとし、電子メール又は FAX による提出は受理しない。 

① 郵送の場合 

提出期限内に必着とする。また、書留郵便等の配達の記録が残る方法で郵送し、到着の有無につい

て、電話により確認すること。 

② 持参の場合 

受付時間は午前９時から午後５時までとする。なお、事前に電話連絡し持ち込むこと。 

（６）提出先  

１４の担当部署に提出すること。 

（７）提出書類の留意事項 

① 共通事項 

・このプロポーザルは本業務における具体的な取組方法等について提案を求めるものであり、成果の

一部の提出を求めるものではない。 

 ・提出書類の用紙は全てＡ４判縦、片面印刷とし、文字サイズは 12ポイント以上とする。印刷は、モ

ノクロ・カラーを問わない。 

・提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。 

② 技術提案書提出届（様式５） 

 ・代表者印を押印すること。 

③ 技術提案書（任意様式） 

・参加者１者につき１提案とする。 

・技術提案書は別紙の評価基準に留意し、具体的に記載すること。 

・文章での表現を原則とし、できる限り平易な表現（図表等を含む）で作成すること。 

・概念図、出典を明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために

作成した図等を用いることは認めない。 

・参加者（グループの構成員を含む）を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）を記載
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しないこと。 

④ 経費見積書 

・代表者印を押印すること。 

・直接人件費については仕様書の項目ごとに記載すること。ただし、独自提案により項目を追加、変

更、削除する場合は摘要に理由を記載すること。 

・直接経費、一般管理費等、その他必要な項目を明記のうえ計上すること。 

・行は適宜、追加、削除すること。 

・上記の内訳・内容を満たす場合は、参加者の様式による見積書の添付でも可とする。 

 （８）関連資料 

    関連資料を八戸市ホームページに掲載する。 

    ・新八戸市体育館整備等事業 

 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/sportsshinkoka/sports/1/23653.html 

 

９ 技術提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された技術提案書等を無効とする。 

（１）提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類の不備、未記入又は虚偽の記載がある場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）複数の提案を行った場合 

（５）見積金額が委託金額の上限額を上回る場合 

（６）このプロポーザルの公開後、本業務に関することで選定委員に接触を求めた場合 

 

１０  受注候補者の選定 

 （１）プロポーザル等審査委員会 

    受注候補者の選定はプロポーザル等審査委員会を開催して行う。この審査委員会では次のとおり参加

者にヒアリングを行う予定であるが、日程等の都合により省略する場合がある。なお、ヒアリングの有

無及び詳細は後日、参加者に通知する。 

① ヒアリング予定 

（開催予定日）令和７年６月１９日（木）   （場 所）八戸市庁 

② ヒアリング時の留意事項 

・ヒアリングでは技術提案書の内容について質疑応答を行う。 

・ヒアリング時に追加資料の提出及び提示は認めない。 

・ヒアリングが実施されない場合は提出書類のみで受注候補者の選定を行う。 

（２）選定委員 

プロポーザル等審査委員会は以下の４名により行うものとする。 

① 外部委員２名 

② 観光文化スポーツ部 職員２名 
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（３）受注候補者の選定方法 

各選定委員が評価基準に基づき各参加者を採点し、全選定委員の評価点の合計が最も高い参加者を受注

候補者として選定する。ただし、評価点の合計が同点の場合は、選定委員による協議の上、受注候補者を

選定する。 

参加者が１者のみの場合においても、受注候補者の選定を行うものとする。なお、参加者の数に関わら

ず、評価点の合計が満点の６割を超えていることを受注候補者の選定の条件とする。 

  

１１  選定結果の通知 

受注候補者の選定結果（評価点の合計と順位）は電子メール及び書面で通知する。また、受注候補者以

外の名称を除いたうえで、各参加者の評価点の合計を八戸市ホームページで公表する。なお、選定過程及

び選定結果に関する質問、異議申立ては一切受け付けないものとする。 

 

１２  契約 

契約内容の詳細については、技術提案書の内容を基本として、本市と受注候補者が協議を行い決定する。 

本市と受注候補者との間で契約条件が合致せず、委託契約の契約ができない場合は、次点の参加者を新た

な受注候補者として協議を行う。 

  

１３  その他の留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約にあたっては、別紙の委託契約書（案）、建設関連業務委託契約約款に留意すること。 

（３）受注候補者の技術提案書の内容については、特記仕様書に適切に反映するものとする。 

（４）受注候補者の選定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実施

方法について提案を求めることがある。 

（５）本業務の受注者（再委託先を含む）及び本業務の受注者（再委託先を含む）と資本・人事面等におい

て関連があると認められた者に対して、本事業の民間事業者（構成企業及び協力企業を含む）の選定に

おいて参加制限を行う予定である。 

（６）本業務の受注者（再委託先を含む）及び本業務の受注者（再委託先を含む）と資本・人事面等におい

て関連があると認められた者は、本事業に参加しようとする者のコンサルタント等になってはならない。 

   上記（５）及び（６）の「本業務の受注者と資本・人事面等において関連がある」とは、次の①又は

②に該当することをいう。 

① 本業務の受注者（再委託先を含む）の発行済み株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有し、又

はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしていることをいう。 

② 本業務の受注者（再委託先を含む）の代表権を有する役員を兼ねていることをいう。 

 （７）提出期限までに参加表明書を提出しない者は、技術提案書を提出できないものとする。 

 （８）このプロポーザルの参加に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

（９）このプロポーザルへの参加を辞退しようとする者は、辞退届（様式７）を１４の担当部署へ提出する 

こと。 

（10）辞退届は電子メールにより提出し、電話により受信確認を行うとともに、代表者印を押印した正本を 



- 8 - 

 

別途郵送すること。 

（11）技術提案書の著作権は参加者に帰属する。ただし、受注候補者として選定された者の技術提案書につ

いて、このプロポーザルに関する報告等のために受注候補者が了解した場合は、利用できるものとする。 

 （12）提出された書類等は、八戸市情報公開条例（平成 14 年八戸市条例第６号）に基づく情報公開請求の

対象となる。 

（13）提出された書類等は、受注候補者の選定等のほか、前号により情報公開する際に、写しを作成して使

用することができるものとする。 

 

１４  担当部署（提出・問い合わせ先） 

八戸市 観光文化スポーツ部 スポーツ振興課 

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目 1 番 1号 

電話：0178-43-9159（直通） 

電子メール：sportsshinkou@city.hachinohe.aomori.jp 


